
�愛媛県規則第５０号
ボランティア活動を促進するための公の施設の使用料減免

規則を次のように定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ボランティア活動を促進するための公の施設の使用料

減免規則

（趣旨）

第１条 この規則は、県民のボランティア活動を促進するこ

とにより愛と心のネットワークづくりを推進するため、公

の施設の使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この規則において「いーよネット」とは、県がイン

ターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して

、ボランティア活動に参加しようとする者に対し県及び知

事が指定する団体の関わるボランティア活動をあっせんす

るシステムをいう。

２ この規則において「いーよポイント」とは、いーよネッ

トに登録された者がいーよネットに掲載されたボランティ

ア活動に参加することにより支給される地域通貨ポイント

（相互に助け合うサービス又は行為を点数等に置き換え、

一定の地域内で流通させる制度における当該点数等をいう

。）をいう。

（使用料の減免）

第３条 知事は、その定めるところにより、いーよポイント

との引換えにより、別表に掲げる施設（以下「施設」とい

う。）の使用料を減免するものとする。

２ 前項の規定によるいーよポイントの引換えを希望する者

は、施設を使用する際に、その旨を知事に申し出なければ

ならない。

（補則）

第４条 この規則に定めるもののほか、施設の使用料の減免

に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

１ 愛媛県女性総合センター
２ 愛媛県総合社会福祉会館
３ 愛媛県健康増進センター
４ えひめこどもの城
５ 愛媛国際貿易センター
６ テクノプラザ愛媛
７ 愛媛県産業情報センター
８ 愛媛県紙産業研究センター
９ 愛媛県林業技術センター
１０ 道後公園
１１ 総合運動公園（とべ動物園を含む。）
１２ 南予レクリエーション都市公園
１３ 愛媛県県民文化会館

別表（第３条関係）

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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�愛媛県告示第１３６８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１５年６月２４日から７月７日まで

�愛媛県告示第１３６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
新居浜市平形町８１５番１２２地先から

同市東雲町一丁目２８８番３地先まで

旧 １３．０～２０．８ ０．３５０

新 ２０．０～２２．８
１２．０～２１．５

０．３５０
０．３６０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 丹原小松線
周桑郡丹原町大字志川甲１１６１番１地先から

同町大字長野７４番４地先まで

旧 ３．３～１２．５ ０．９６８

新 １２．５～２７．５ ０．９６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鈍川伊予大井停車場線
越智郡玉川町大字畑寺字アカマツ甲１６４番３から

同大字字柳ヶ谷乙１５１番２まで
平成１５年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線
越智郡宮窪町大字宮窪１２８４番地先から

同大字１２７９番３地先まで

旧 ５．５～１２．０ ０．０８５

新 ７．５～１２．４ ０．０８５

愛 媛 県 報平成１５年６月２４日 第１４６８号

７０６
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�愛媛県告示第１３７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
越智郡宮窪町大字宮窪１２８４番地先から

同大字１２７９番３地先まで
平成１５年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線
越智郡生名村２２８４番地先から

同村２２９２番１地先まで

旧 ４．２～６．３ ０．１１２

新 ６．１～８．４ ０．１１２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡生名村２２８４番地先から

同村２２９２番１地先まで
平成１５年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市東方町甲１１３６番５から

同市小村町１７番５まで

旧 １１．０～１９．０ ０．４５３

新 １３．８～１９．０ ０．４５３

〃 〃
松山市小村町１５番６から

同町６８番３まで

旧 ９．８～１７．０ ０．０９５

新 １３．０～１７．０ ０．０９５

〃 〃
松山市小村町８２番１３から

同町２７９番４まで

旧 ９．９～１２．０ ０．０３１

新 １２．２～１２．３ ０．０３１

愛 媛 県 報平成１５年６月２４日 第１４６８号

７０７



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１３７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市東方町甲１１３６番５から

同市小村町１７番５まで
平成１５年６月２４日

〃 〃
松山市小村町１５番６から

同町６８番３まで
〃

〃 〃
松山市小村町８２番１３から

同町２７９番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯谷口川内線

温泉郡川内町大字則之内字下永野甲２４７４番３から

同大字字一ヶ谷甲２５９８番３まで
旧 ６．０～１３．０ ０．０２５

温泉郡川内町大字則之内字下永野甲２４７４番３から
同大字字一ヶ谷甲２５９８番３まで
及 び

温泉郡川内町大字則之内字下永野甲２４７５番３
新

６．０～１３．０

２２．８～３７．０

０．０２５

０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯谷口川内線
温泉郡川内町大字則之内字下永野甲２４７０番１から

同大字字一ヶ谷甲２４７５番３まで
平成１５年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市梅川４８０番１地先から

同市梅川８９２番２地先まで

旧 ３．１～２０．２
８．０～３７．１

１．２９９
０．６０９

新 ８．０～３７．１ ０．６０９

愛 媛 県 報平成１５年６月２４日 第１４６８号

７０８



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１３８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡広見町大字上川９１７番地先から

同大字９５４番地先まで

旧 ４．３～９．４ ０．３０６

新 ６．２～２１．０ ０．３０６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡広見町大字上川９１７番地先から

同大字９７０番地先まで
平成１５年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡城辺町久良８１番３から

同町久良９０番１地先まで

旧 ４．０～２７．０ ０．１３４

新 ４．０～２７．０
１５．０～３９．５

０．１３４
０．０９０

〃 〃
南宇和郡城辺町久良９０番２から

同町久良１８０番１まで

旧 ４．０～１４．０ ０．１３６

新 １５．０～４０．０ ０．１０４

〃 久良城辺線
南宇和郡城辺町久良１７４番２から

同郡御荘町平城４５８２番３まで

旧 ５．０～１２．５ ０．１１７

新 １４．０～３７．０ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡城辺町久良８１番３から

同町久良９０番１地先まで
平成１５年６月２４日
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１５年６月１３日あったので公

表する。

平成１５年６月２４日

�愛媛県告示第１３８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
南宇和郡城辺町久良９０番２から

同町久良１８０番１まで
〃

〃 久良城辺線
南宇和郡城辺町久良１７４番２から

同郡御荘町平城４５８２番３まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５今局建（開）第２号

平成１５年６月４日
越智郡玉川町大字小鴨部字中西分甲１１４番６

今治市八町西一丁目５番３７号
渡 邉 敏 郎
渡 邉 志 保

１５西局建（開）第８号

平成１５年６月９日

西条市下島山字西門田甲８０６番５、甲８０６番６、甲８０６番７並びに同
市下島山字東渥田甲８４３番４並びに同市下島山字西門田甲８０６番５地
先農道

西条市下島山甲７０３番地
西 原 誠

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年６月１２日 特定非営利活動法人
凧ネット 久 保 和 繁 愛媛県喜多郡五十崎町大字平岡

甲３５１番地
この法人は、住民活動を担う個人及び住民
団体、及び産業に対して、ＩＴ（情報通信
技術）の活用により、社会・企業活動にお
ける情報化推進に関する指導、助言、啓発
、教育、相談、福祉事業を行い、まちづく
りの推進及び地域の循環型社会づくり、ま
た国際交流に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年６月１１日 特定非営利活動法人
松山子ども劇場２１ 中 矢 操 松山市三番町６丁目５番地７ この法人は松山市に住む子どもを中心に広

く子どもに対して、児童演劇・人形劇・音
楽などのすぐれた舞台芸術の鑑賞と創造表
現活動を行い、また一方で、子どもの自然
体験、遊び体験などの文化活動を行うこと
と共に子育てを支援する活動を行うことで
、子どもの調和のとれた人格の発達と子ど
もたちが住む豊かな地域社会づくりに寄与
することを目的とする。
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教育委員会規則

教育委員会訓令

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１５年度夏季一時金に関する事項・その他

２ 日時 平成１５年６月２７日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�愛媛県教育委員会規則第９号
ボランティア活動を促進するための教育委員会所管の教育

機関の使用料減免規則を次のように定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

ボランティア活動を促進するための教育委員会所管の

教育機関の使用料減免規則

（趣旨）

第１条 この規則は、県民のボランティア活動を促進するこ

とにより愛と心のネットワークづくりを推進するため、教

育委員会所管の教育機関の使用料の減免に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において「いーよネット」とは、県がイン

ターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して

、ボランティア活動に参加しようとする者に対し県及び知

事が指定する団体の関わるボランティア活動をあっせんす

るシステムをいう。

２ この規則において「いーよポイント」とは、いーよネッ

トに登録された者がいーよネットに掲載されたボランティ

ア活動に参加することにより支給される地域通貨ポイント

（相互に助け合うサービス又は行為を点数等に置き換え、

一定の地域内で流通させる制度における当該点数等をいう

。）をいう。

（使用料の減免）

第３条 教育委員会は、その定めるところにより、いーよポ

イントとの引換えにより、別表に掲げる教育機関（以下「

教育機関」という。）の使用料を減免するものとする。

２ 前項の規定によるいーよポイントの引換えを希望する者

は、教育機関を使用する際に、その旨を教育委員会に申し

出なければならない。

（補則）

第４条 この規則に定めるもののほか、教育機関の使用料の

減免に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表５の項

の規定は、平成１５年１０月１日から施行する。

１ 愛媛県生涯学習センター
２ 愛媛県総合科学博物館
３ 愛媛県歴史文化博物館
４ 愛媛県美術館
５ 愛媛県武道館

別表（第３条関係）

�������
�愛媛県教育委員会規則第１０号
愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則

第２１号）の一部を次のように改正する。

第２３条第１項ただし書中「外国旅行を命ずる場合には」を

「校長の外国旅行にあつては」に改め、同条第２項を削り、

同条第３項中「県外旅行及び」を削り、同項を同条第２項と

する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第４号
教育委員会事務局

総合教育センター

生涯学習センター

図 書 館

博 物 館

歴史民俗資料館

青 年 の 家

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程等の一部を改

正する訓令を次のように定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程等の一部

を改正する訓令

（愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部改正

）

第１条 愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程（昭和

３２年２月愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のよう

に改正する。

第９条第２号中「旅行（所長の県外旅行」を「出張（所

長の海外出張」に改める。

（愛媛県立図書館処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立図書館処務規程（昭和３３年２月愛媛県教育

委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第４条中「県外旅行、２日以上にわたる臨時の休館」を

「海外出張」に改める。

（愛媛県立青年の家処務規程の一部改正）
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公営企業訓令

雑 報

第３条 愛媛県立青年の家処務規程（昭和３５年６月愛媛県教

育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

第３条中「県外旅行、２日以上にわたる臨時の休所」を

「海外出張」に改める。

（愛媛県立博物館処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県立博物館処務規程（昭和３６年１１月愛媛県教育

委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。

第４条中「県外旅行」を「海外出張」に改める。

（愛媛県総合教育センター処務規程の一部改正）

第５条 愛媛県総合教育センター処務規程（昭和４１年３月愛

媛県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する

。

第４条中「県外旅行」を「海外出張」に改める。

（愛媛県立歴史民俗資料館処務規程の一部改正）

第６条 愛媛県立歴史民俗資料館処務規程（昭和５０年１２月愛

媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する

。

第３条中「県外旅行」を「海外出張」に改める。

（愛媛県生涯学習センター処務規程の一部改正）

第７条 愛媛県生涯学習センター処務規程（平成１２年４月愛

媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する

。

第５条第３号中「県外出張」を「海外出張」に改め、同

条第１０号中「徴収」の下に「、減免」を加える。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第２号
ボランティア活動を促進するための県立病院の駐車場使用

料減免規則を次のように定める。

平成１５年６月２４日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

ボランティア活動を促進するための県立病院の駐車場

使用料減免規則

（趣旨）

第１条 この訓令は、県民のボランティア活動を促進するこ

とにより愛と心のネットワークづくりを推進するため、県

立病院の駐車場使用料の減免に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この訓令において「いーよネット」とは、県がイン

ターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して

、ボランティア活動に参加しようとする者に対し県及び知

事が指定する団体の関わるボランティア活動をあっせんす

るシステムをいう。

２ この訓令において「いーよポイント」とは、いーよネッ

トに登録された者がいーよネットに掲載されたボランティ

ア活動に参加することにより支給される地域通貨ポイント

（相互に助け合うサービス又は行為を点数等に置き換え、

一定の地域内で流通させる制度における当該点数等をいう

。）をいう。

（使用料の減免）

第３条 管理者は、その定めるところにより、いーよポイン

トとの引換えにより、別表に掲げる県立病院（以下「県立

病院」という。）の駐車場の使用料を減免するものとする

。

２ 前項の規定によるいーよポイントの引換えを希望する者

は、県立病院の駐車場を使用する際に、その旨を管理者に

申し出なければならない。

（補則）

第４条 この訓令に定めるもののほか、県立病院の駐車場の

使用料の減免に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

１ 愛媛県立中央病院
２ 愛媛県立今治病院

別表（第３条関係）

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成１４年度決算の要旨を公告する。

平成１５年６月２４日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 桝 田 與 一

損益計算書の要旨 （単位：千円）

収

入

経 理 区 分 短期 長期 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資 基礎年金支払

負担金 ４，０４３，０２４ １５，１６７，６７１ ２０４，１３８ ２１３，９０７２２６，５４７

掛金 ４，０３１，７０４ ７，５２６，８７０ ２１３，８５２２４２，１０５

施設収入・商品売上 １２６，３１１ ６１２，２２２

基礎年金交付金 ２，１９８，３２２

利息及び配当金 ５８ １，８８９，８０１ ２７４ １１７ １３ １，０８４，１７９ １４１ １１

組合員貸付金利息 ３９９，９８２

その他収入 ６２７，５２２ ２２，８８６ ２５ １０，７３０ ５０，５２７ ９，５３４ １５，７９４ １０５，８９５ １，００５，５５２

他経理から繰入金 ５７，３２７ １５，０００
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前年度繰越支払準備金 ７７３，２９９ ６５４

前年度繰越長期給付積立金 ９３，３４０，２０７

計 ９，４７５，６０７ １２０，１４６，４１１ ２６１，７６４ ４３８，６０６ １９１，８５１ １，０９３，７１３ ４１５，９１７ ７１８，１１８ １，００５，５５２４６８，６５３

支

出

給付 ４，６９９，６９９ １９，３２０，９０４ １，００５，５５２

役職員給与 １７２，４１０ ３１，０２６ ８４，８０８ ３０，７２８ ２０，１４９ ４，０１５

厚生費 １９４ ３４０，９８７ ９４ ３０ ２０ １０

旅費・事務費 １２，９２８ ８，１２６ ２，５４０ ４，３９１ ４，１６８ ３２９

商品仕入 １，６７８ ６０７，７４４

飲食材料費

委託費 １１，４５１ １７８

支払利息 ３００ ７６７，７６７ ３４５，５７６ ２１，１３２

連合会払込金 １５４，３９２ ７５４，８９７ １４，８８４

老人保健拠出金 ２，５４７，７５５

退職者給付拠出金 ８８８，２２４

介護納付金 ４６６，２９９

基礎年金拠出金負担金 ５，２１５，２９２

他経理へ繰入金 ２８，６２０ ２８，７０７ １５，０００

その他支出 ３５７，７３２ ３８ ６２，９６４ ２１，９１５ １２２，１４４ １６，１４０ ２１，８５７ ７９，０１９６１３

次年度繰越支払準備金 ７５１，８１５ ３５８

次年度繰越長期給付積立金 ９４，８２６，２１５

計 ９，４２８，２３７ １２０，１４６，４１１ ２５９，９４７ ４１７，０５４ ２１１，７４２ ８１９，０５６ ４０６，６５４ ７１２，２４９ １，００５，５５２４６６，９１２

差引当期利益金又は当期損失金（△） ４７，３７０ １，８１７ ２１，５５２ △１９，８９１ ２７４，６５７ ９，２６３ ５，８６９ ０１，７４１

貸借対照表の要旨

資

産

流動資産 ８３１，７５０ ２０，９７７，６５１ ３６２，２８６ ３９２，２８７ ６０，５５０ ２３，７９９，０４１ ２１，６７６ １，３１８，４２９

固定資産 ７３，８４８，９２７ １，７１０ ２４７ ６７０，９２９ ３０，０９４，５９４ １７，６５６，２１９ １８７

繰延資産

資 産 合 計 ８３１，７５０ ９４，８２６，５７８ ３６３，９９６ ３９２，５３４ ７３１，４７９ ５３，８９３，６３５ １７，６７７，８９５ １，３１８，６１６

負

債

流動負債 ６０，１９２ ５ ５３４ １１，９３２ ７，６１０ ５２，６２５，８７２ ２９，４９２ １０１，７８９

固定負債 ７５１，８１５ ３５８ ２３５，５９４ ７２，３５６ １３１，０７６ ４５，７４５ １７，２６８，７２６ １，０５６，５４０

負債合計 ８１２，００７ ３６３ ２３６，１２８ ８４，２８８ １３８，６８６ ５２，６７１，６１７ １７，２９８，２１８ １，１５８，３２９

資

本

資本剰余金 ５０３ ５４５，６５４

長期給付積立金 ９４，８２６，２１５

利益剰余金又は欠損金（△） ２０，９０１ １２７，３６５ ３０８，２４６ ４７，１３９ １，２２２，０１８ ３７９，６７７ １６０，２８７△１，１５８

資本合計 １９，７４３ ９４，８２６，２１５ １２７，８６８ ３０８，２４６ ５９２，７９３ １，２２２，０１８ ３７９，６７７ １６０，２８７

負 債・資 本 合 計 ８３１，７５０ ９４，８２６，５７８ ３６３，９９６ ３９２，５３４ ７３１，４７９ ５３，８９３，６３５ １７，６７７，８９５ １，３１８，６１６

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護
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